
ノ
ム
l
l
ノ
リ

預
玄
院
附
御
用
人
と
な
h
、
貸
府
十
三
年
三
且
同
御

附
物
節
前
と
な
っ
て
五
十
石
を
加
へ

、
同
年
八
月
サ

京
日
五
十
入
践
を
以
て
裂
し
た
0

.

ノ
ム
ラ
シ
ゲ
主
ケ
野
村
重
威

沼
郡
桝
太
郎
三
郎
、

後
に
勘
兵
衛
。
初
め
新
知
三
百
石
を
受
け
、
附
凶
綱

紀
に
仕
へ

、
大
小
勝
組
に
列
L
、
元
融
入
年
番
阪
と

な
hν
、
十
五
年
焚
藍
徳
の
辿
知
千
七
百
石
を
製
ぎ
、

従
永

・
正
徳
の
間
以
越
し
て
M
m
週
間
と
な
り
、
E
T
保

九
年
八
且
十
六
日
夜
し
た
。
年
五
十
八
。
軍
政
字
を

抗
園
、
続
を
務
鋭
、
平
を
刊
山
野
と
い
ひ
、
山
柿
治
の
例

柄
を
一
一
罰
則
線
し
、
叉
訟
を
謎
み
、
時
を
作
り
、
辿
歓
を

好
み
、
若
本
に
通
じ
、
室
掛
川
端
・五
十
川
剛
伯
梅
林

院
能
朗
自
す
と
交
っ
た
。

年
八
且
九
日
夜
。
蛮
徳
酌
む
を
謎
み
向
日
引
を
好
ん
だ
。

ノ
ム
ラ
シ
ゲ
マ
サ

野
村
重
政

左
お
允
と
都
し

た
。
父
は
佐
々
成
政
の
限
前
凶
奥
四
郎
。
震
政
前
凶

利
家
に
仕
へ

、
利
長
の
時
二
百
三
十
石
を
賜
は

h
、

命
を
器
じ
て
顕
治
の
部拍
子
と
な
り
、
獄
狛
川
岨
老
の
後

千
七
百
布
を
併
せ
領
し
、
大
原
一
間
役
に
出
仙
附
し
て
そ

の
後
役
に
は
附
山
口
で
槍
功
が
あ
り
、
こ
た
び
品
怖
を

増
し
て
四
千
五
百
石
と
な
っ
た
。
犯
永
十
六
年
小
松

に
従
り
、
正
保
元
年
四
日
。

ノ
ム
ラ
シ
チ
ベ
エ

野
村
七
兵
衛

V
A
M
m
兵
衛
。

初
め
割
台
義
景

・
明
智
光
秀
に
仕
へ

、
後
越
前
府
中

に
於
い
て
前
凹
利
家
に
庖
都
L
、
一夫
百
十
二
年
末
森

職
役
に
従
号
て
功
あ
り
、総
訟
に
千
石
に
主
っ
た
が
、

十
八
年
武
州
八
王
子
に
於
い
て
戦
前
目
し
た
。
子
四
回
総

に
靴
製
す
る
。

/
ム
ラ
シ
ゲ
ナ
ホ

野
村
重
猶

勘
兵
衛
と
幣
し
、

後
rn一
郎
兵
衛
と
改
め
た
。
近
江
の
λ
o
f
A
は
若
狭
守
。

鼠
給
初
め
佐
久
間
同
開
放
に
殺
し
て
依
奉
行
と
な
り
、

天
正
巾
前
山
利
家
の
石
助
山
を
討
っ
た
時
、
椛
政
の

使
者
と
な
っ
て
そ
の
狼
た
首
級
を
利
家
に
胎
ふ
り
、
利

家
か
ら
貸
刀
一
を
協
は
り
、
倒
ャ
制
服
役
の
後
利
家

に
仕
へ
て
五
百
一
告
を
受
け
、
後
出
陣
鉱
山
出
、
五
百
石

を
加
へ
、
足
相
判
断
と
な
り
、
叉
努
吉
の
大
坂
築
城
の

際
枇
了
を
率
ゐ
て
服
役
し
、
殴
長
五
年
に
は
大
型
寺

の
職
抽
出
を
報
ず
る
お
、
利
長
の
使
者
と
な
っ
て
家
康

に
溺
し
、
従
万
・枇
相
馬
を
賜
は
っ
て
復
命
し
、千
石
を

田市し
、
併
せ
て
二
千
石
と
な
っ
た
。
院
長
十
八
年
退

老
し
て
、
宗一
順
と
蹴
し
、
益
老
封
三
百
石
を
刈
き
、

抱
永
元
年
十
一
月
十
七
日
回
目
し
た
。
年
七
十
=
一
。
子

孫
務
に
悦
磁
す
る
。

ノ
ム
ラ
シ
ロ
ザ
エ
モ
ン

野
村
四
郎
左
衛

門

勝

二
百
三
十
石
で
、
御
筑
間
山
容
行
脅
勤
め
て
ゐ
た
が
、

氏
手
三
年
三
月
什
二
日
前
山
助
伯
恒
長
に
御
預
と
な

り
、
四
年
四
月
六
日
下
ロ
に
遇
政
せ
ら
れ
た
。
そ
の

叫
持
政
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
野
々
村
山
。
右
衛
門
と
同

日
で
あ
る
か
ら
、互
に
蜘
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

ノ
ム
ラ
ナ
ガ
ザ
ネ

野
村
来
貸
沼
抑
制
治
兵
衛
。

白
は
宇
野
加
右
衛
門
の
子
。
野
村
語
放
の
設
ふ
所
と

な
り
、
そ
の
総
千
二
百
石
を
配
知
せ
ら
れ、

前
凶
綱

紀
に
仕
へ
て
台
所
奉
行
と
な
り
、
誠
治
二
年
間
向
廻
到

に
進
み
、
寛
文
四
年
裂
し
た
。

/
ム
ラ
ナ
ガ
シ
ゲ

野
村
示
室
泊
抑
制
五
郎
兵
衛
。

交
は
治
兵
衛
永
wu
。
党
支
四
年
辿
知
千
二
百
.
石
を
製

ぎ
、
御
旧
陶
器
行

・
御
大
小
将
積
聞
か
ら
、
漸
く
匙
ん

で
御
M
m
廻
聞
に
至
。
、
元
総
十
一
泊
年
即
日
し
た
。
平
年

五
十
九
。

ノ
ム
ラ
ナ
ホ
カ
ツ

野
村
猶
克

典
三
兵
衛
と
解

し
た
0

・
日
は
菊
池
十
六
郎
の
第
三
子
。
野
村
京
放
の

/
ム
ラ
シ
ゲ
ノ
リ

野
村
重
徳

奥
三
兵
衛
と
縛

し
た
。
貨
は
治
兵
衛
永
目
の
子
で
、
永
釘
の
兄
奥
三

兵
衛
狛
克
の
後
を
州
出
ぎ
、
千
五
百
石
を
受
け
、
後
二

百
石
を
加
増
せ
ら
れ
、
路
文
四
年
大
小
静
香
聞
と
な

り
、
世
間
溢
し
て
元
政
三
年
定
番
頭
と
な
っ
た
。

十
五

、.

拘
置
子
と
な
り
、
政
千
五
百
石
を
裂
い
だ

om文
三
年

授
。

ノ
ム
ラ
ノ
ブ
ア
キ
ラ

野
村
信
精
通
斜
七
郎
五

郎
・樹
九
郎
・卑
矢
街
。
帝
人
は
似
兵
衛
昌
信
。
安
永
六

年
治
知
百
五
十
石
札
管
制
調
ぎ
、
大
小
拘
・大
小
静
香

m
-

組
外
諮
問
に
隠
任
し
、
文
化
四
年
間
目
。

ノ
ム
ラ
ノ
ブ
ヨ
シ

野
村
信
由

泊
桝
七
兵
術
。

矢
は
償
制
。
文
化
問
年
治
知
百
川
十
.hを
製
ぎ
、
御

M
m
廻
組
・大
小
師
・
御
勝
手
方
御
用
・
大
小
作
権
問
等

に
限
任
し
た
。

ノ
ム
ラ
ハ
ン
ベ
エ

野
村
宇
兵
衛
隊
二
百
石
o

w
H
永
十
六
年
御
山
内
組
組
に
邸
し
、
前
山
利
治
に
従
う

て
小
松
に
診
り
、
桜
島
に
開
た
。
卒
保
元
年
間
日
。
子

孫
滞
に
附
援
す
る
。

ノ
ム
ラ
ブ
ン
シ

野
村
女
志

金
制
仰
の
例
入
。
町

民
そ
百
花
笠
と
川
抗
し
た
。
も
と
上
犯
川
の
訟
鰭
で
、

獄
底
抗
郎
兵
衛
と
い
う
た
が
、
同
町
三
郎
箆
九
郎
兵

衛
の
養
子
と
な
っ
て
、
矢
州
制
り
前
識
を
酬
制
約
し
た
。

そ
の
獄
良
時
代
に
は
、
天
和
元
年
加
到
染
ゃ
い出
版

し
、
三間刷
肢
に
な
っ
て
か
ら
間
永
出
年
友
琴
抽
出
訴
の

お
に
艶
自
の
松
を
出
し
た
。
卒
保
四
年
限
街
、
流
年

剃
髪
し
て
家
虫
と
椴
し
、
八
年
九
月
サ
三
日
間
担
、
。￥

年
は
明
ら
か
で
な
い
。

ノ
ム
ラ
ヨ
リ
ノ
プ

野
村
因
信
泌
総
郡
左
衛
門
・

七
兵
衛
。
元
政
十
三
年
焚
七
兵
衛
の
辿
知
二
百
筑
十

石
を
製
宮
、後
加
増
阪
度
で
入
百
況
十
石
に
去
っ
た
。

そ
の
臓
は
、
貸
永
六
年
前
出
吉
徳
附
、
卒
保
二
年
御

側
小
勝
諮
問
よ
り
衣
第
に
昇
進
し
て
御
馬
廻
聞
に
至

。
、
延
平
三
年
御
免
、
明
利
四
年
百
且
二
十
日
七
十

九
訟
を
以
て
裂
し
た
。

ノ
ム
ラ
ラ
ン
ザ
合

野
村
商
作

合
部
能
役
者
の

脇
師
。
も
と
机
先
物
日
屈
の
次
男
で
直
抗
郎
と
い
う
た
が
、

前
代
間
作
は
そ
の
鹿
の
突
な
る
を
以
て
女
栴
た
ら
し

六
六
六

め
、
安
政
五
年
正
且
鎚
名
し
、
迭
に
名
人
の
都
を
得

る
に
支
っ
た
o
明
治
十
三
年
十
且
三
十

一
日
夜
、
院

大
十
五
。

ノ
ム
ラ
ロ
ク
ザ
エ
モ
ン

野
村
六
左
衛
門

雌
前

府
中
に
於
い
て
前
出
利
家
に
従
ひ
、
百
六
」』
祈
を
加

し
た
。
子
孫
桐
綴
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

ノ
モ

野
毛

民
事
ん郡
山
是
判
例
の
内
の
小
山
イ
。

ノ
モ
ト
=
ギ
ヒ
コ

能
本
和
彦
金
制
仰
の
入
。
凶

関
及
び
前
此
(
を
修
め
、
殊
に
和
歌
を
能
く
し
、
従
逃

す
る
も
の
甚
だ
多
か
っ
た
。
明
治
什
六
年
十
一
月
間
目
、

年
筑
イ
六。

ノ

リ

イ

へ

則

家

加
賀
の
刀
工
。
古
刀
剣
で
は

加
州
住
際
原
則
家
と
切
る
も
の
が
あ
り
、
天
E
M刷。

又
新
刀
剣
で
は
加
州
大
型
寺
住
荒
木
八
郎
際
限
川
家

作
と
切
る
も
の
が
あ
っ
て
、

me天附
明
。
後
者
は
υ
λ

助

祭
出
相
の
門
i
A
と
似
へ
る
が
、
作
柄
は
狽
似
せ
ぬ
。

ノ
リ
カ
ケ

乗
懸

J
ホ
Y

マ
添
削
向
。

ノ
リ
キ

桑
木
珠
洲
郡
山
舟
波
の
内
の
小
字
。

ノ
リ
サ
ダ
則
定

珠
洲
都
大
谷
の
内
の
小
子
。

平
大
納
言
時
忠
の
館
跡
と
い
」
も
の
が
そ
の
地
に
在

り
、
則
定
は
時
忠
の
末
開
の
名
で
あ
る
と
い
ふ
。
則

定
の
家
の
後
に
あ
る
凶
滋
は
時
忠
の
，も
の
で
あ
る
と

ロ
仰
す
る
が
確
貨
で
は
な
い
。

/
リ
ゾ
メ

柔
初

J
イ
ダ
メ

射
初
。

ノ
リ
Z
ツ

則

光

加
賀
の
刀
工
。
則
光
文
は
般

原
則
光
と
切
る
。
古
万
に
臨
す
る
が
時
代
不
祥
で
あ

る。
ノ
リ
モ
ノ

乗
物
加
到
滞
で
は
抗
文
元
年
間
入

且
十
日
家
隠
の
栗
駒
に
関
し
て
鋭
定
し
た
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、自
分
知
三
千
石
以
上
の
者
及
び
そ
の
惣
側
、

御
小
々
持
。
十
抗
故
以
下
の
者
及
び
病
人
。
川
町
市
・

問
者
・償
問
。
年
飴
五
十
以
上
の
も
の
は
来
物
を
問

ひ
得
る
こ
と
与
し
、
奥
力

・
叉
家
中
の
病
人
及
，ひ
五


